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令 和 ２ 年 第 １ 回 蕨 戸 田 衛 生 セ ン タ ー 組 合 議 会 定 例 会 

 

会  期  日  程 

 

自 令和２年２月２１日 

至 令和２年２月２６日 
６日間 

日程 月 日 曜日 開議時刻 会 議 名 議  事  内  容 

１ ２月21日 金 午前１０時 本 会 議 ○開  会 

○開  議 

○仮議席の指定 

○議長選挙 

○議席の指定 

○議会運営委員会委員の選任につ 

 いて 

○継続審査に対する委員長報告 

○会議録署名議員の指名 

○会期の決定 

○常任委員会委員の選任について 

○管理者報告 

○管理者提出議案の一括上程 

○説明、質疑、委員会付託、討論、 

 採決 

○管理者提出議案の説明 

○管理者提出議案に対する質疑 

○管理者提出議案の委員会付託 

   本会議散会後 委 員 会 ○付託事件の審査 

２ ２月22日 土  休 会  

３ ２月23日 日  休 会  

４ ２月24日 月  休 会  



５ ２月25日 火  休 会  

６ ２月26日 水 午前１０時 本 会 議 ○開  議 

○一般質問 

○付託事件に対する委員長報告 

○委員長報告に対する質疑 

○討論、採決 

○閉会中の継続審査事項の委員会 

 付託 

○閉  会 
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蕨戸田組告示第１号 

令和２年２月１４日 

 

 令和２年２月２１日、令和２年第１回蕨戸田衛生センター組合議会（定例会）を

蕨戸田衛生センター組合議場に招集する。 

 

 

 

蕨戸田衛生センター組合 

管理者 賴 髙 英 雄 
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応招、不応招議員 

◇応招議員    ２０名 

      １番 武 下   涼 議員     ２番 今 井 陽 子 議員 

      ３番 大 石 圭 子 議員     ４番 本 田 てい子 議員 

      ５番 榎 本 和 孝 議員     ６番 小 林 利 規 議員 

      ７番 保 谷   武 議員     ８番 根 本   浩 議員 

      ９番 山  紀 子 議員    １０番 一 関 和 一 議員 

     １１番 佐 藤 太 信 議員    １２番 竹 内 正 明 議員 

     １３番 石 川 清 明 議員    １４番 遠 藤 英 樹 議員 

     １５番 馬 場 栄一郎 議員    １６番 斎 藤 直 子 議員 

     １７番 花 井 伸 子 議員    １８番 酒 井 郁 郎 議員 

     １９番 榎 本 守 明 議員    ２０番 山 崎 雅 俊 議員 

 

◇不応招議員 なし 



 

 

 

 

 

令 和 ２ 年 第 １ 回 

 

 

 

 

蕨戸田衛生センタ ー組合議会（定例 会） 

 

 

 

 

２ 月 ２ １ 日 （ 金 ） 
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令和２年第１回蕨戸田衛生センター組合議会定例会 第１日 

 

令和２年２月２１日（金） 

議事日程 

 １．開  会 

 ２．開  議 

 ３．仮議席の指定 

 ４．議長選挙 

 ５．議席の指定 

 ６．議会運営委員会委員の選任について 

 ７．継続審査に対する委員長報告 

  ⑴ 議会運営委員会委員長 

 ８．会議録署名議員の指名 

 ９．会期の決定 

 10．常任委員会委員の選任について 

 11．管理者報告 

 12．管理者提出議案の一括上程 

  ⑴ 議案第１号 蕨戸田衛生センター組合監査委員の選任の同意について 

  ⑵ 議案第２号 蕨戸田衛生センター組合議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関す 

          る条例の一部を改正する条例 

  ⑶ 議案第３号 蕨戸田衛生センター組合管理者及び副管理者の報酬等支給条例の一 

          部を改正する条例 

  ⑷ 議案第４号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

  ⑸ 議案第５号 令和元年度蕨戸田衛生センター組合会計補正予算（第２号） 

  ⑹ 議案第６号 令和２年度蕨戸田衛生センター組合会計予算 

 13．管理者提出議案第１号の説明、質疑、委員会付託、討論、採決 

 14．管理者提出議案第２号から議案第６号の説明 

 15．管理者提出議案第２号から議案第６号に対する質疑 

 16．管理者提出議案第２号から議案第６号の委員会付託 

 17．散  会 
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令和２年２月２１日（金） 

◇出席議員 （２０名） 

   １番 武 下   涼 議員     ２番 今 井 陽 子 議員 

   ３番 大 石 圭 子 議員     ４番 本 田 てい子 議員 

   ５番 榎 本 和 孝 議員     ６番 小 林 利 規 議員 

   ７番 保 谷   武 議員     ８番 根 本   浩 議員 

   ９番 山  紀 子 議員    １０番 一 関 和 一 議員 

  １１番 佐 藤 太 信 議員    １２番 竹 内 正 明 議員 

  １３番 石 川 清 明 議員    １４番 遠 藤 英 樹 議員 

  １５番 馬 場 栄一郎 議員    １６番 斎 藤 直 子 議員 

  １７番 花 井 伸 子 議員    １８番 酒 井 郁 郎 議員 

  １９番 榎 本 守 明 議員    ２０番 山 崎 雅 俊 議員 

 

◇欠席議員 （な し） 

 

◇職務のため出席した者 

石塚 千明 書 記 高津戸 健喜 書 記 

 

◇説明のため出席した者 

賴髙 英雄 管 理 者 伊藤 浩一 嘱 託 

菅原 文仁 副 管 理 者 奥田 好是 嘱 託 

須崎 充代 会計管理者 榎戸  晃 嘱 託 

増山冨美男 事 務 局 長 田谷 信行 嘱 託 

渡邉 昌彦 次 長 相馬 一富 嘱 託 

木村 和正 次 長 小柴 正樹 嘱 託 

斎川 弘之 業 務 課 長 吉野 博司 嘱 託 

河野 淳夫 施 設 課 長 栗原  誠 嘱 託 

  清水  明 嘱 託 

  東口 俊博 嘱 託 
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令和２年第１回蕨戸田衛生センター組合議会

定例会会議録第１号 

 

令和２年２月２１日（金曜日） 

午前１０時００分開会 

 

◎開会と開議の宣告 

○小林利規副議長 ただいまより、令和２年

第１回蕨戸田衛生センター組合議会定例会

を開会いたします。 

  戸田市議会選出議員の改選に伴い、現在、

議長が欠員となっておりますので、副議長

の私が代行いたします。 

  直ちに、本日の会議を開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎仮議席の指定 

○小林利規副議長 これより、仮議席を指定

いたします。 

  仮議席は、ただいま着席の議席を指定い

たします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議長選挙 

○小林利規副議長 次に、蕨戸田衛生センタ

ー組合議会議長選挙を議題といたします。 

  現在、議長が改選に伴い欠員となってお

ります。 

  お諮りいたします。 

  選挙の方法については、地方自治法第

１１８条第２項の規定により、指名推選に

いたしたいと思いますが、これにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○小林利規副議長 ご異議なしと認め、選挙

の方法については指名推選といたします。 

  お諮りいたします。 

  副議長において指名いたしたいと思いま

すが、これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○小林利規副議長 ご異議なしと認め、副議

長において指名いたします。 

  蕨戸田衛生センター組合議会議長に石川

清明議員を指名いたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま指名いたしました石川清明議員

を蕨戸田衛生センター組合議会議長選挙の

当選人と定めることにご異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○小林利規副議長 ご異議なしと認め、石川

清明議員が蕨戸田衛生センター組合議会議

長に当選されました。 

  ただいま議長に当選されました石川清明

議員が議場におられますので、会議規則第

３２条第２項の規定により、本席より告知

いたします。 

  新たに議長になられました石川清明議員

にご挨拶をお願いいたします。 

〔１３番 石川清明議員 登壇〕 

○１３番 石川清明議員 皆さん、おはよう

ございます。 

  ただいま議長にご承認いただきまして、

まことにありがとうございます。 

  「明るく健康的で住みやすいまちにする

ために」の理念のもとに、微力ではござい

ますが、議員各位の皆様、賴髙管理者を始

め執行部の皆様のお力添えをいただき、し

っかりとした審議と円滑なる議会運営に努

めてまいります。どうぞよろしくお願いを

いたします。 

  甚だ簡単ではございますが、議長就任の

挨拶とさせていただきます。ありがとうご

ざいました。 

○小林利規副議長 以上で、新議長のご挨拶

を終わります。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎休憩の宣告 
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○小林利規副議長 ここで、暫時休憩いたし

ます。 

 

午前１０時０４分休憩 

午前１０時０５分再開 

 

◎再開の宣告 

○石川清明議長 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議席の指定 

○石川清明議長 これより議席の指定を行い

ます。 

  戸田市議会選出議員の改選に伴い、新た

に組合議員となられました議員の議席につ

いては、会議規則第４条第１項の規定によ

り、議長において指名いたします。 

  １１番 佐 藤 太 信 議員 

  １２番 竹 内 正 明 議員 

  １３番 石 川 清 明 

  １４番 遠 藤 英 樹 議員 

  １５番 馬 場 栄一郎 議員 

  １６番 斎 藤 直 子 議員 

  １７番 花 井 伸 子 議員 

  １８番 酒 井 郁 郎 議員 

  １９番 榎 本 守 明 議員 

  ２０番 山 崎 雅 俊 議員 

  以上のとおり議席を指定いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議会運営委員会委員の選任につい

て 

○石川清明議長 次に、議会運営委員会委員

の選任についてを議題といたします。 

  戸田市議会選出議員の改選に伴い、議会

運営委員会委員３名が欠員となっておりま

す。 

  お諮りいたします。 

  議会運営委員会委員の選任については、

委員会条例第８条第１項の規定により、 

  １１番 佐 藤 太 信 議員 

  １４番 遠 藤 英 樹 議員 

  １６番 斎 藤 直 子 議員 

  以上のとおり指名いたしたいと思います

が、これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○石川清明議長 ご異議なしと認め、ただい

ま指名いたしました以上の議員を選任いた

します。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎休憩の宣告 

○石川清明議長 ここで、暫時休憩いたしま

す。 

 

午前１０時０７分休憩 

午前１０時１１分再開 

 

◎再開の宣告 

○石川清明議長 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議会運営委員会副委員長の互選結

果の報告 

○石川清明議長 ここで、議会運営委員会の

副委員長互選の結果についてご報告申し上

げます。 

  議会運営委員会副委員長に、 

  １４番 遠 藤 英 樹 議員 

 が互選されましたので、ご報告申し上げま

す。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議会運営委員会委員長報告 

○石川清明議長 次に、議会運営委員会委員

長の報告を求めます。 

  議会運営委員会委員長 ７番 保谷 武

議員。 

〔７番 保谷 武議員 登壇〕 
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○７番 保谷 武議員 令和２年第１回蕨戸

田衛生センター組合議会定例会に係る議会

運営員会を、ただいま開催をいたしました。

その決定事項についてご報告申し上げます。 

  お手元に会期日程案及び議事日程をお配

りしておりますので、ご参照願います。 

  最初に、会期日程でありますが、蕨市、

戸田市の日程並びに提出議案等を勘案し、

本日２月２１日から２６日までの６日間と

いたします。 

  質疑の発言通告は、提案説明後、本会議

再開時までといたします。 

  次に、議事日程でありますが、審議の結

果、お配りいたしましたとおりであります

が議案第１号につきましては人事案件です

ので、委員会付託を省略し、先議する。 

  以上のとおり決定いたしました。 

  以上で、議会運営委員会の報告とさせて

いただきます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎会議録署名議員の指名 

○石川清明議長 次に、会議録署名議員の指

名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第８１条の

規定により、 

   ４番  本 田 てい子 議員 

  １４番  遠 藤 英 樹 議員 

 を指名いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎会期の決定 

○石川清明議長 次に、会期決定の件を議題

といたします。 

  お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、ただいまの議会運営

委員会委員長の報告のとおり、本日２月

２１日から２月２６日までの６日間といた

したいと思いますが、これにご異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○石川清明議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、本定例会の会期は本日から２６

日までの６日間と決定いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎常任委員会委員の選任について 

○石川清明議長 次に、常任委員会委員の選

任についてを議題といたします。 

  戸田市議会選出議員の改選に伴い、常任

委員会委員が欠員となっております。 

  お諮りいたします。 

  常任委員会委員の選任については、委員

会条例第８条第１項の規定により、 

  総務常任委員会委員に、 

  １１番 佐 藤 太 信 議員 

  １３番 石 川 清 明 

  １４番 遠 藤 英 樹 議員 

  １５番 馬 場 栄一郎 議員 

  ２０番 山 崎 雅 俊 議員 

  業務常任委員会委員に、 

  １２番 竹 内 正 明 議員 

  １６番 斎 藤 直 子 議員 

  １７番 花 井 伸 子 議員 

  １８番 酒 井 郁 郎 議員 

  １９番 榎 本 守 明 議員 

  以上のとおり指名したいと思いますが、

これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○石川清明議長 ご異議なしと認め、ただい

ま指名いたしました以上の議員を選任いた

します。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎休憩の宣告 

○石川清明議長 ここで、暫時休憩いたしま

す。 

 

午前１０時１５分休憩 

午前１０時２５分再開 
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◎再開の宣告 

○石川清明議長 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎各常任委員会正副委員長互選結果

の報告 

○石川清明議長 ここで、総務、業務両常任

委員会の正副委員長の互選の結果について

ご報告いたします。 

  総務常任委員会委員長に、 

  １４番 遠 藤 英 樹 議員 

  業務常任委員会副委員長に、 

  １６番 斎 藤 直 子 議員 

  以上のとおり、ご報告申し上げます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎管理者報告 

○石川清明議長 次に、管理者の報告を求め

ます。 

  賴髙管理者。 

〔賴髙英雄管理者 登壇〕 

○賴髙英雄管理者 おはようございます。 

  本日ここに、令和２年第１回蕨戸田衛生

センター組合議会定例会を招集申し上げま

したところ、議員各位におかれましては公

私とも大変お忙しい中ご参集をいただき、

厚く御礼を申し上げます。 

  また、先般の戸田市議会において役職改

選が行われましたが、その中で新たに本組

合議員に選出されました議員の皆様には、

改めて今後のご指導とご協力を心からお願

い申し上げる次第であります。 

  さて、今定例会でご審議いただく案件は、

人事案１件、条例案３件、予算案２件の計

６件であります。慎重なるご審議をいただ

き、ご議決くださいますようお願い申し上

げます。 

  それでは、前定例会後の主なる事項と新

年度における業務等につきましてご報告を

申し上げ、ご理解をいただきたく存じます。 

  まず、施設の延命化対策を行う基幹的設

備改良工事の進捗状況について申し上げま

す。 

  ４カ年の継続事業であるごみ焼却施設は、

昨年１１月に１６日間運転を停止し、電気

計装設備などの各施設共通の設備の更新を

行い、令和元年度分の工事を完了いたしま

した。この工事に伴い、停止期間中の家庭

からの燃やすごみの処理をさいたま市、川

口市、朝霞市及び和光市に処理をお願いい

たしました。当初１，６７３トンの処理を

予定しておりましたが、搬出日が２日減少

したことなどにより、実際は１，２２４ト

ンとなりました。 

  なお、令和２年度につきましては、３炉

ある焼却炉のうち２炉の工事を予定してお

り、１炉当たりの工事期間４カ月を要しま

す。工事期間中は、順次２炉でごみの処理

を行いますが、この２炉についても通常の

施設設備が必要となることから、１炉運

転となる期間、処理しきれない家庭から

の燃やすごみについては、さいたま市に

３，４４６トン、川口市に１，３６２トン、

朝霞市と和光市にそれぞれ３６０トンの合

計５，５２８トンの処理を委託する予定と

しております。 

  次に、粗大ごみ処理施設については昨年

１１月に８日間、今年１月に３日間、運転

を停止し、設備本体及び付属設備の更新を

行いました。停止期間中の粗大ごみと燃え

ないごみについては、組合の施設内で保管

をいたしました。 

  なお、粗大ごみ処理施設については、単

年度の工事となっており、全ての工事を完

了いたしました。 

  また、２カ年の継続事業のし尿処理施設
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については、施設を停止せず、ポンプ類及

び電気設備の更新を行い、こちらについて

も令和元年度分について完了いたしました。 

  令和２年度については、脱水処理設備、

脱臭設備及び計装設備など、主なる設備の

更新を行いますが、施設の運転に支障が出

ないよう、停止している土日及び祝日に工

事を行うこととしております。 

  次に、ＩＳＯ１４００１の３年に１回の

更新審査について申し上げます。 

  これは、組合の業務が環境にどのような

影響を与えているかを自ら評価し、積極的

に環境保全、改善を推進するための取り組

みとして認証取得しております、環境マネ

ジメントシステムの外部機関による審査と

なります。 

  審査は、専門機関の一般財団法人日本品

質保証機構により、去る２月３日からの３

日間で行いました。審査の結果は、特に指

摘事項はなく、ＩＳＯ１４００１への取り

組みは環境に十分配慮し、適正に管理され

ているとのことでありました。 

  次に、回収されました主なる資源売り払

いの本年度４回目となります１月から３月

分の入札結果について申し上げます。 

  各品目の１キログラム当たりの単価は、

スチール缶２４円４４銭２厘、アルミ缶

１３０円４６銭、ペットボトル５６円７６

銭、破砕鉄１０円９８銭９厘、焼却鉄１円

２２銭１厘となりました。これは、今年度

３回目の価格と比較いたしますと、スチー

ル缶、アルミ缶は若干の値上がりとなりま

したが、その他のものは１３．７％から

４２．５％の値下がりとなっております。 

  次に、各処分委託の状況について申し上

げます。 

  まず、ごみ焼却に伴い発生する焼却灰の

処理についてでありますが、ばいじんはセ

メントで固化を行い、埋立処分と一部につ

いては資源化を行っております。 

  また、焼却炉の下から排出される不燃物

については、土木資材として全量の資源化

を行っております。搬出にあたりましては、

関係自治体と締結しております公害防止協

定の内容を遵守するとともに、搬出側の責

務も十分自覚し、安全性に留意して行って

おります。 

  新年度は、令和元年度に引き続き、埋立

処分については群馬県草津町及び山形県米

沢市の処分場に搬出、また資源化について

は埼玉県寄居町の彩の国資源循環工場と栃

木県日光市の事業者に搬出する予定として

おります。 

  次に、廃乾電池、廃家電などの処理困難

物の処分委託について申し上げます。 

  まず、廃乾電池につきましては、電気炉

で鉄くずなどと溶融処理をされ、鉄分やマ

ンガンは工事に使用する資材として製品と

なり、その他のものについても資源として

リサイクルされております。今年度は２回

搬出を行っており、２３トン５１０キログ

ラムを処理いたしました。 

  次に、廃家電処分委託について申し上げ

ます。 

  この処分委託は、不法投棄された家電製

品を家電リサイクル法に準拠した処分方法

で処理を行うものであります。現在までに

２回搬出を行っており、テレビ、冷蔵庫な

ど２７９台を処理いたしました。 

  次に、廃消火器処分委託について申し上

げます。 

  この処分委託は、両市より収集されまし

た消火器を法律の基準に基づき処理する

ものであります。２回搬出を行っており、

１，３９８本を処理いたしました。 

  次に、廃スプリングマットレス処分委託
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について申し上げます。 

  この処分委託は、粗大ごみとして回収さ

れたスプリングマットレスの処分を委託

しているものであります。１月末までで

１，３６７枚を処理いたしました。 

  次に、動物等火葬業務委託について申し

上げます。 

  この業務委託は、搬入されました動物の

死体を、これまでは動物専用の焼却炉で処

理を行っておりましたが、基幹的設備改良

工事の施工に伴い、廃止をすることとし、

昨年１０月から火葬の業務委託を開始した

ものであります。１月末までで２１１体を

処理いたしました。 

  なお、焼却灰及び処理困難物の処分につ

いては、処分先に出向き、関連する法律の

規定に基づき適正に処理されていることを

確認しております。 

  次に、再生家具の展示販売について申し

上げます。 

  この再生家具は、粗大ごみとして回収さ

れた家具類をリサイクルプラザ内にありま

す工房にてシルバー人材センターの会員の

方が修理、手入れをしたものを、まず入札

形式での販売を行い、売れ残ったものにつ

いては先着での販売を行うものであります。 

  本年度３回目となります展示販売を今週

の２月１７日から２２日までの１週間を入

札の受付期間とし、実施しております。今

回の展示品の総数は２５０点となっており

ます。また、入札での売れ残ったものの先

着での販売を来月１６日から１９日まで行

う予定としております。 

  なお、令和２年度についても３回の展示

販売を予定しております。 

  最後に、蛍の飼育状況について申し上げ

ます。 

  現在、約３，８００匹の幼虫が順調に育

っております。予定では、５月にさなぎと

なり、１カ月後には羽化を迎えると思われ

ますので、このまま順調に飼育することが

できましたら、６月に第５回目の観賞会を

開催したいと考えております。 

  以上、管理者報告といたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎管理者提出議案の一括上程 

○石川清明議長 これより、管理者提出議案

の上程に入ります。 

  今議会に提出された議案は６件でありま

す。 

  件名を書記が朗読いたします。 

〔書記朗読〕 

  議案第１号 蕨戸田衛生センター組合監 

        査委員の選任の同意につい 

        て 

  議案第２号 蕨戸田衛生センター組合議 

        会議員の議員報酬及び費用 

        弁償等に関する条例の一部 

        を改正する条例 

  議案第３号 蕨戸田衛生センター組合管 

        理者及び副管理者の報酬等 

        支給条例の一部を改正する 

        条例 

  議案第４号 職員の給与に関する条例の 

        一部を改正する条例 

  議案第５号 令和元年度蕨戸田衛生セン 

        ター組合会計補正予算（第 

        ２号） 

  議案第６号 令和２年度蕨戸田衛生セン 

        ター組合会計予算 

○石川清明議長 以上、朗読のとおりであり

ます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議案第１号の説明、質疑、委員会

付託、討論、採決 

○石川清明議長 これより議案第１号「蕨戸
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田衛生センター組合監査委員の選任の同意

について」を議題とし、先議いたします。 

  本案は、竹内正明議員の一身上に関する

事件でありますので、地方自治法第１１７

条の規定により、竹内正明議員の退席を求

めます。 

〔１２番 竹内正明議員 退席〕 

○石川清明議長 提出者の説明を求めます。 

  賴髙管理者。 

〔賴髙英雄管理者 登壇〕 

○賴髙英雄管理者 ただいま上程になりまし

た議案について、提案理由をご説明申し上

げます。 

  議案第１号は、組合議会議員のうちから

選出する監査委員の選任の同意についてで

あります。 

  今回、戸田市議会選出議員の改選に伴い

まして、議会選出の監査委員が欠員となっ

ておりますので、戸田市議会から推薦をい

ただきました竹内正明議員を監査委員とし

て選任するため、ご同意を求めるものであ

ります。 

  よろしくお願い申し上げます。 

○石川清明議長 お諮りいたします。 

  本案は、質疑を終結し、委員会付託を省

略し、直ちに討論、採決に入りたいと思い

ますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○石川清明議長 ご異議なしと認め、さよう

決定いたしました。 

  討論を終結し、採決に入りたいと思いま

すが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○石川清明議長 ご異議なしと認め、討論を

終結し、採決いたします。 

  本案は、同意することにご異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○石川清明議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、本案は同意することに決定いた

しました。 

  竹内正明議員の出席を求めます。 

〔１２番 竹内正明議員 出席〕 

○石川清明議長 この際、同意を得ました竹

内正明議員にご挨拶をお願いいたします。 

〔１２番 竹内正明議員 登壇〕 

○１２番 竹内正明議員 戸田の竹内正明で

ございます。 

  ただいまは、監査委員の選任をいただき

まして、ありがとうございます。大変重要

な役割と思っております。１年間、しっか

り務めてまいりたいと思いますので、どう

ぞよろしくお願いをいたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議案第２号から第６号の説明 

○石川清明議長 次に、議案第２号「蕨戸田

衛生センター組合議会議員の議員報酬及び

費用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例」から議案第６号「令和２年度蕨戸田

衛生センター組合会計予算」までを一括議

題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  賴髙管理者。 

〔賴髙英雄管理者 登壇〕 

○賴髙英雄管理者 ただいまは、監査委員の

選任にご同意をいただきまして、まことに

ありがとうございました。 

  それでは、引き続きまして議案第２号か

ら議案第６号までの提案理由を申し上げま

す。 

  まず、議案第２号「蕨戸田衛生センター

組合議会議員の議員報酬及び費用弁償等に

関する条例の一部を改正する条例」につい

て申し上げます。 

  この条例は、議員の期末手当について令

和元年１２月支給分の支給割合を２．２月
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から２．２５月に改め、令和２年度以降

については６月、１２月支給分をともに

２．２２５月に改め、年間の支給割合を

４．４５月とするものであります。 

  なお、令和元年度の支給分に係る改正は、

公布の日から施行し、令和元年４月１日か

ら適用、令和２年度以降の支給分に係る改

正は、令和２年４月１日から施行するもの

であります。 

  次に、議案第３号「蕨戸田衛生センター

組合管理者及び副管理者の報酬等支給条例

の一部を改正する条例」について申し上げ

ます。 

  この条例は、正副管理者の期末手当につ

いて令和元年１２月支給分の支給割合を

２．０５月から２．１月に改め、令和２年

度以降については６月、１２月支給分をと

もに２．０月に改め、年間の支給割合を

４．０月とするものであります。 

  なお、施行日等については、議案第２号

と同様であります。 

  次に、議案第４号「職員の給与に関する

条例の一部を改正する条例」について申し

上げます。 

  この条例は、令和元年の人事院勧告を受

けての国家公務員の給与改定に準じ、蕨市

及び戸田市において職員の給与条例が改正

されましたので、当組合においてもこれに

準拠し、所要の改正を行うものであります。 

  なお、給与条例の改正は給料は蕨市に、

手当は戸田市に準拠することとしておりま

すので、改正の内容はこれに基づいたもの

となっております。 

  主な改正内容は、まず職員の給与につい

て、若年層の職員の給料月額を実質平均

０．０６％、金額では１００円から１，８００

円引き上げるとともに、一般職員の勤勉手

当について令和元年１２月支給分の支給割

合を０．９２５月から０．９７５月に改め、

令和２年度以降については６月、１２月支

給分をともに０．９５月に改め、期末手当

と勤勉手当を合わせた年間の支給割合を

４．５月とするものであります。 

  また、令和２年度以降の住居手当につい

て、借家等の場合の支給対象となる下限

額を、これまでの３，０００円から１万

６，０００円に引き上げ、支給の上限額を

２万７，２００円から２万８，０００円に

引き上げる改正を行うものであります。 

  なお、給料月額及び令和元年度支給分の

勤勉手当に係る改正は公布の日から施行し、

令和元年４月１日から適用、令和２年度以

降の支給分に係る勤勉手当及び住居手当の

改正は令和２年４月１日から施行するもの

であります。 

  次に、議案第５号「令和元年度蕨戸田衛

生センター組合会計補正予算（第２号）」

について申し上げます。 

  今回の補正予算では、歳入歳出それぞれ

に３，８３３万６，０００円を追加し、補正

後の予算額を２９億８，９４４万２，０００

円とするものであります。 

  まず、歳入については第１款分担金及び

負担金は７，２２０万１，０００円の減額

であります。これは、第２款使用料及び手

数料、第５款繰越金、第６款諸収入が増額

となったことにより相殺され、減額となっ

たものであります。 

  一方、歳出につきましては、予算執行に

伴います過不足の調整をするものでありま

す。 

  次に、議案第６号「令和２年度蕨戸田衛

生センター組合会計予算」について申し上

げます。 

  令和２年度の予算編成に当たりましては、

蕨、戸田両市の厳しい財政状況を認識いた
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しまして、組合において予算編成方針を作

成し、前年度に引き続き今年度も極力歳出

を節減するよう経常的経費など予算全体の

見直しに努め、計上しております。 

  令和２年度予算を前年度予算と比較いた

しますと、まず歳入でありますが、第１款

分担金及び負担金の組合分担金については

２，６９４万３，０００円の減額となりま

す。 

  なお、施設整備基金分担金については

４，０００万円としております。 

  次の第２款使用料及び手数料については、

事業系ごみを搬入実績により１，２２３．９

トンの増と見込み、また処分手数料を１０

キログラム当たり１８３円６０銭から

２２０円に改定したことにより９，３６９

万６，０００円の増額であります。 

  第３款国庫支出金は基幹的設備改良工事

に対する国からの交付金で、対象額の２分

の１の金額を予算計上しております。 

  第４款財産収入は、施設整備基金の運用

収入であります。 

  第６款諸収入は１，９８３万６，０００

円の減額であります。これは、第１目回収

資源売払金においてスチール缶や破砕鉄な

どの金属類の価格が値下がり傾向であるこ

とによります。 

  一方、歳出でありますが、まず第１款議

会費は４万９，０００円の増額、第２款総

務費は１，７７２万２，０００円の減額、

第３款衛生費につきましては施設の延命化

のための基幹的設備改良工事を行う長寿命

化対策費が増額となり、衛生費全体で１１

億２，９３９万８，０００円の増額であり

ます。 

  第４款公債費は、１件の償還が完了した

ことにより２，９０３万１，０００円の減

額、第５款諸支出金につきましては、施設

整備基金の積み立てとして運用の利息分と

両市からの組合分担金の４，０００万円を

計上しております。 

  歳入歳出予算の総額は４０億６４４万

７，０００円となり、前年度と比較いたし

ますと１０億８，２７４万１，０００円、

率にして３７％の増額となります。 

  以上、議案第５号と第６号につきまして

は概要をご説明申し上げましたが、事務局

より詳細説明をいたしますので、よろしく

お聞き取りをお願い申し上げまして、提案

説明を終わらせていただきます。 

○石川清明議長 続いて、詳細説明を求めま

す。 

  増山事務局長。 

〔増山冨美男事務局長 登壇〕 

○増山冨美男事務局長 おはようございます。 

  私からは、まず議案第５号「令和元年度

蕨戸田衛生センター組合会計補正予算（第

２号）」について詳細説明を申し上げます。 

  お手元の補正予算書の１ページをお開き

ください。 

  まず、第１条の歳入歳出予算の補正につ

いては、歳入歳出それぞれに３，８３３

万６，０００円を追加し、総額を２９億

８，９４４万２，０００円とするものです。 

  次に、第２条、継続費と第３条、地方債

の補正については４ページをお開きくださ

い。 

  継続費補正については、基幹的設備改良

事業の４年計画のごみ焼却施設と２年計画

のし尿処理施設について、契約額に基づい

て変更するものです。 

  また、地方債補正についても粗大ごみ処

理施設とし尿処理施設の今年度分について、

限度額を契約額に基づき変更するものです。 

  次に、歳入歳出予算を事項別明細書によ

り説明申し上げますので、７ページをお開
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きください。 

  初めに、歳入の第１款分担金及び負担金、

１項分担金、１目組合分担金は、両市から

の組合分担金で７，２２０万１，０００円

を減額し、基金分を含めた総額は１３億

８，１００万円とするものです。 

  蕨市は２，６４３万４，０００円の減額

で、分担金の額は５億９，９６３万円、分

担率は４３．４％、戸田市は４，５７６万

７，０００円の減額で分担金の額は７億

８，１３７万円、分担率は５６．６％です。 

  なお、基金分については当初の４，０００

万円から１億円に増額しております。 

  次に、第２款使用料及び手数料は事業

系ごみ及び浄化槽汚泥の処分手数料で

４，７０９万４，０００円を増額しており

ます。これは、事業系ごみを実績と見込み

により数量で８９０トンの増としたことと、

１０月１日より処分手数料を１０キログラ

ム当たり１８３円６０銭から２２０円に改

定したことによるものです。 

  次に、第３款国庫支出金は７５８万

３，０００円の減額です。これは、基幹的

設備改良事業に対する国からの交付金等が

実際の契約金額に対するものになることか

ら減額しております。 

  ８ページ、９ページをお開きください。 

  第４款財産収入１０４万３，０００円の

増額は、施設整備基金の運用分です。大口

の定期貯金等で運用したことにより、当初

予定の利息より増額となりました。 

  次に、第５款繰越金は７，０５７万

３，０００円を増額し、１億３９７万

３，０００円としております。 

  次に、第６款諸収入、１項雑入、１目回

収資源売払金は９５７万３，０００円の減

額です。これは、スチール缶や破砕鉄など

の金属類の売り払い単価が当初見込みより

値下がりとなったことによります。 

  次に、２目電力売払収入は１１６万

９，０００円の増額です。これは、当初見

込みより売り払い電力量が増加したことに

よります。 

  次に、３目弁償金２万９，０００円の増

額は、原子力発電所事故損害賠償金であり、

福島原子力発電所事故の影響による焼却灰

の放射線量測定の委託費用に対する賠償金

です。 

  次に、４目雑入は２，５７８万５，０００

円の増額です。これは、昨年１月２４日に

発生した粗大ごみ処理施設の爆発事故の復

旧工事の費用に対する建物総合損害共済災

害共済金２，５８９万１，０００円の支払

いがあったことなどによります。 

  なお、復旧工事に要した費用は平成３０

年度と今年度分を合わせて３，５９６万

４，０００円となります。 

  次に、第７款組合債は１，８００万円の

減額です。これは、基幹的設備改良事業に

対する借り入れとなり、契約額に基づき減

額しております。 

  以上で歳入の説明を終わります。 

  引き続きまして、歳出について説明申し

上げますので、１０ページ、１１ページを

お開きください。 

  まず、第１款議会費４万８，０００円の

増額は、３節職員手当等において期末手当

の年間支給割合を４．４月から４．４５月

に０．０５月分引き上げることによるもの

です。 

  次に、第２款総務費、１項１目一般管理

費は全体で６１５万４，０００円の増額で

す。 

  ２節給料、３節職員手当等及び４節共済

費は実績と見込みによるものです。 

  １３節委託料は契約差金などによる減額
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です。 

  １４節使用料及び賃借料は新たな文書管

理システムの導入を１年間先送りしたこと

により減額となりました。 

  １９節負担金補助及び交付金は、戸田市

よりの次長級職員派遣に係る負担金となり

ます。 

  １２ページをお開きください。 

  次に、第３款衛生費は全体で２，８９０

万９，０００円の減額です。 

  １目清掃総務費は２２５万１，０００円

の減額であり、１３節委託料の減額は契約

差金によるものです。 

  １４節使用料及び賃借料の減額は、下水

道使用料の実績と見込みによるものです。 

  ２目塵芥処理費は２，０６２万６，０００

円の増額であり、１１節需用費の増額につ

いては施設運転に必要な工業用薬品の使用

量が増加したことによります。 

  １３節委託料の増額は、ごみを焼却した

際に焼却炉の下から排出される不燃物を資

源化しておりますが、当初見込みより増加

しているため、３５０トン分の処理費を増

額するものです。 

  ６目長寿命化対策費は４，７２８万

４，０００円の減額です。１３節委託料の

減額は、ごみ焼却施設の工事期間中、焼却

炉を停止し、施工いたしましたが、この間

の家庭からのもやすごみの処理をさいたま

市、川口市、朝霞市及び和光市にお願いを

いたしました。当初１，６７３トンを予定

しておりましたが、１，２２４トンとなっ

たことより減額となりました。 

  また、１５節工事請負費の減額は契約差

金によるものです。 

  次に、第５款諸支出金６，１０４万

３，０００円の増額は、施設整備基金積立

金の分担金の増額分６，０００万円と、貯

金等の利子の増額分です。 

  以上で、「令和元年度蕨戸田衛生センタ

ー組合会計補正予算（第２号）」の詳細説

明を終わります。 

  続きまして、別冊になりますが、議案第

６号「令和２年度蕨戸田衛生センター組合

会計予算」の詳細説明を申し上げます。 

  予算書の１ページをお開きください。 

  まず、第１条の歳入歳出予算について説

明いたします。 

  令和２年度の歳入歳出予算の総額をそ

れぞれ４０億６４４万７，０００円とす

るもので、前年度比１０億８，２７４万

１，０００円、率で３７％の増額です。 

  次に、第２条の継続費と第３条の地方債

については４ページをお開きください。 

  施設の延命化を目的とした基幹的設備改

良事業のごみ焼却施設とし尿処理施設のも

のとなり、契約額に基づいた金額となって

おります。 

  次に、事項別明細書により予算の内容を

説明申し上げますので、７ページをお開き

ください。 

  歳入より説明いたします。 

  まず、第１款分担金及び負担金、１項分

担金、１目組合分担金は、組合規約及び施

設整備基金条例の規定により積算された金

額であり、１４億２，６２５万８，０００

円、前年度比２，６９４万３，０００円の

減額です。 

  蕨市は６億１，１９８万７，０００円、

分担率は４２．９％、前年度比１，４０７

万７，０００円の減額、また戸田市は８

億１，４２７万１，０００円、分担率は

５７．１％、前年度比１，２８６万６，０００

円の減額です。 

  内訳は、組合運営経費の１節組合分担金

は１３億８，６２５万８，０００円で、蕨
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市が５億９，１９８万７，０００円、戸田

市が７億９，４２７万１，０００円です。 

  ２節施設整備基金分担金は両市２，０００

万円ずつの４，０００万円です。 

  次に、第２款使用料及び手数料４億

３，６７８万６，０００円は、事業系ごみ

及び浄化槽汚泥の処分手数料であり、事業

系ごみを前年度比１，２２３．９トンの増

と見込んだこと及び処分手数料を１０キログ

ラム当たり１８３円６０銭から２２０円に改

定したことにより９，３６９万６，０００円

の増額としております。 

  次に、第３款国庫支出金１０億２，４９４

万７，０００円は、基幹的設備改良事業に

対する国からの２件の補助金等で、対象額

の２分の１が交付される予定です。 

  ごみ焼却施設分の二酸化炭素排出抑制対

策事業費等補助金は９億９０３万７，０００

円、し尿処理施設分の循環型社会形成推進

交付金が１億１，５９１万円です。 

  ８ページ、９ページをお開きください。 

  第４款財産収入６２万３，０００円は施

設整備基金の運用収入です。 

  次に、第５款繰越金は６００万円を計上

しております。 

  次に、第６款諸収入、１項雑入は１億

１，７２３万３，０００円を計上しており、

前年度比１，９８３万６，０００円の減額

となります。 

  １目回収資源売払金１億５８万８，０００

円は、アルミ缶、スチール缶などの金属類

の価格が値下がり傾向のため、前年度比で

１，８６３万３，０００円の減額です。 

  ２目電力売払収入７８５万９，０００円

は、ごみ焼却により発電した余剰電力の売

り払い収入です。 

  ３目弁償金は、福島原子力発電所の事故

による放射能の影響により負担した費用に

対する賠償金の受け入れ科目です。 

  ４目雑入８７７万６，０００円は、説明

欄のとおり駐車場等として貸している土地

使用料等となります。 

  第７款組合債９億９，４６０万円は、基

幹的設備改良事業に対する起債となり、ご

み焼却施設は８億８，３１０万円、し尿処

理施設が１億１，１５０万円となります。 

  以上、歳入の説明となります。 

  引き続き、歳出について説明申し上げま

すので、１０ページ、１１ページをお開き

ください。 

  まず、第１款議会費１，５５１万５，０００

円は、組合議員２０名の報酬を始めとする

議会運営に要する経費であり、前年度比４

万９，０００円の増額です。これは、３節

職員手当等の期末手当の支給割合を４．４

月から０．０５月分引き上げ４．４５月と

したことなどによります。 

  次に、第２款総務費は２億５，５４３万

８，０００円となり、前年度比１，７７２

万２，０００円、率で６．５％の減額です。 

  １目一般管理費は２億５，４８３万

８，０００円で、前年度比１，７７１万

７，０００円の減額です。 

  １節報酬は正副管理者の報酬で、前年度

と同額です。 

  ２節給料は、前年度比３７６万円の減額

です。 

  ３節職員手当等は、前年度比２，８９５

万４，０００円の減額です。これは、退職

手当の予算計上が前年度と比べ２名分から

１名分になったことなどによります。 

  ４節共済費は、給料と期末勤勉手当等か

ら算出したものです。 

  次に、５節災害補償費から１２ページの

１０節需用費までは、前年度とほぼ同額を

計上。 
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  １１節役務費は、前年度比５５万円の減

額です。これは、前年度の手数料において

はＩＳＯ１４００１の３年に１回の更新審

査の費用を計上したことなどによります。 

  次に、１２節委託料は１３件で、総務課

が所管する組合の管理運営上必要な委託と

なり、前年度比４９７万７，０００円の増

額です。これは、主に説明欄一番下段の文

書管理システム導入業務委託料を予算計上

したことによります。 

  現在、組合で使用している文書管理シス

テムは平成１３年度に導入したもので、メ

ーカーのサポートが終了したことから、新

たな文書管理システムを導入することとし

ております。 

  １３節使用料及び賃借料は１０件となり

ます。 

  １７節の備品購入費は庁用器具などの購

入費用です。 

  １８節負担金、補助及び交付金は、各負

担金を計上しております。 

  １４ページ、１５ページをお開きくださ

い。 

  ２６節公課費は、公害健康被害補償制度

の補償給付費用となる汚染負荷量賦課金で

す。 

  ２目公平委員会費と２項監査委員費は、

それぞれの経常経費です。 

  以上で、総務費の説明を終わります。 

  次に、第３款衛生費は全体では３６億

３，５７７万９，０００円で、前年度比

１１億２，９３９万８，０００円、率で

４５．１％の増額です。 

  １目清掃総務費は１億３，１６５万

３，０００円で、前年度比１，３３５万

８，０００円の減額です。 

  １０節需用費は、各施設共通の消耗品購

入費及び施設全体の電気料金、工業用水な

どの経費で、前年度比５７２万７，０００

円の増額です。これは、基幹的設備改良工

事を施工するため、１炉運転や３炉運転を

行うため、使用電気量が増加することによ

るものです。 

  １１節役務費は５件の手数料。 

  １２節委託料は各施設共通の委託５件で、

前年度とほぼ同額です。 

  説明欄の分析委託料は、環境管理に万全

を期すため、関係法令等の規定に基づき、

放射線測定を含めた排ガスや焼却灰などの

各分析を委託するものです。 

  その他の委託は、施設の清掃及び法令等

に基づき保守点検を行うものです。 

  １３節使用料及び賃借料は、下水道使用

料及び業務に使用する車両の借上料などで、

前年度比２８万２，０００円の増額です。

これは、下水道使用料の消費税等改正によ

るものです。 

  １４節工事請負費は計量器点検整備の１

件で、前年度比２，０４９万４，０００円

の減額です。 

  １７節備品購入費は、各施設で使用する

機械器具の購入費です。 

  １８節負担金、補助及び交付金は、主に

山形県米沢市の最終処分場へ焼却灰を搬出

するにあたり、地元自治体の米沢市に環境

保全協力金として１トン当たり１，３００

円を負担するものです。 

  次に、２目塵芥処理費は９億２，６２７

万２，０００円で、前年度比５９８万

３，０００円の減額です。 

  １０節需用費は消耗品費ほか３件で、前

年度比１，４０３万６，０００円の増額で

す。これは、薬品費の排ガス処理用薬品の

使用量増加によるものです。 

  消耗品費は、主に焼却炉用部品などの購

入費。燃料費は、定期補修後の焼却炉立ち
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上げ用の灯油と業務に使用する特殊車両の

燃料の購入費です。また、修繕料は計画修

繕１件と緊急修繕に対応する費用です。薬

品費は、施設の運転と公害防止に必要な工

業用薬品の購入費用です。 

  １６ページ、１７ページをお開きくださ

い。 

  １２節委託料は、施設運転管理等業務委

託料ほか１３件で、前年度比２，２３０万

９，０００円の増額です。これは、焼却灰

等資源化委託料の処分数量の増及び小型家

電処分委託料を新たに予算計上したことな

どによります。 

  それでは、主なものを申し上げます。 

  施設運転管理等業務委託料は、ごみ焼却

施設の運転管理を委託するもので、粗大ご

み処理施設等運転管理業務委託料は粗大ご

み処理施設の運転などを委託するものです。 

  焼却灰等埋立処分委託料及び焼却灰等資

源化委託料は、焼却灰の最終処分のための

経費であり、埋立分は３，８００トン、資

源化分は２，６５０トンの合計６，４５０

トンです。資源化分は前年度比３５０トン

の増となり、金額で９８６万３，０００円

の増額です。 

  説明欄の廃乾電池運搬処分委託料から廃

スプリングマットレス処分委託料までの６

件は、それぞれの物の処分を委託するもの

です。 

  次の焼却炉室等清掃委託料は、施設の清

掃。地下タンク貯蔵所保守点検委託料は、

消防法の規定に基づく灯油タンクの保守点

検を実施するものです。 

  次の動物等火葬業務委託料は、基幹的設

備改良工事の施工に伴い、動物焼却炉を廃

止したことにより、前年度から委託を開始

したもので、動物等の火葬業務を委託する

ものです。 

  次の小型家電処分委託料は、燃えないご

みなどからピックアップした小型家電につ

いては、従前は売り払うことができました

が、逆有償となったことから処分を委託す

るものです。 

  １４節工事請負費は前年度比４，２３２

万８，０００円の減額です。 

  説明欄のごみ焼却施設補修工事ほか７件

となり、毎年計画的に実施している定期補

修工事で、各設備の機能維持のため、各機

器の消耗品の交換及び調整、点検整備等の

工事費です。 

  次に、３目し尿処理費４，４２８万

６，０００円は、前年度比１９万２，０００

円の増額です。 

  １０節需用費は、し尿処理施設の維持・

管理に必要な消耗品費、修繕料及び薬品費

です。 

  １２節委託料は、施設を運転管理するた

めの委託３件となります。 

  １４節工事請負費は、し尿処理施設の機

能維持を図るための補修工事費です。 

  次に、４目リサイクル促進費１億

８，５５４万８，０００円は、前年度比

２５３万９，０００円の減額です。 

  １０節需用費は、消耗品費、燃料費、

修繕料及び薬品費で、前年度比１７万

３，０００円の減額。 

  １２節委託料は、施設の運転管理と資源

ごみのリサイクル費用などの委託４件で

２０３万３，０００円の増額。 

  リサイクルプラザ運転管理業務委託料は、

容器包装リサイクル法の規定に基づき、選

別などの業務を委託するものです。 

  粗大ごみ再生業務委託料は、粗大ごみと

して搬入された家具類の再生業務を委託す

るものです。 

  ガラスびん再商品化業務委託料と廃プラ
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スチック再商品化業務委託料は、リサイク

ルに掛かる費用となります。 

  １８ページ、１９ページをお開きくださ

い。 

  １４節工事請負費は４件で、前年度比

４３９万９，０００円の減額です。リサイ

クルプラザ補修工事は、各設備の機能維持

のための補修工事です。 

  また、空調設備補修工事は設備に不具合

が生じており、また使用している冷媒が生

産中止となっていることから、設備の交換

を行うものです。ほか２件の工事を予定し

ております。 

  ５目リサイクルフラワーセンター運営

費は５，９０１万円で、前年度比９８万

９，０００円の増額です。 

  １０節需用費は、花の育成に必要な資材

などの消耗品、温室の暖房用などの灯油の

購入費及び修繕料と薬品費です。 

  １２節委託料は、リサイクルフラワーセ

ンターの運営を委託するもので、前年度比

１６８万円の増額です。これは、障がい者

の人件費の基準としている埼玉県の最低賃

金が８９８円から９２６円に改定されたこ

と、及び消費税等の引き上げによるもので

す。 

  運営体制は、社員、高齢者１０人、障が

い者２０人、支援員５人の計３５名です。 

  なお、花苗の年間生産数は１１万鉢を予

定しております。 

  １４節工事請負費は、花苗を育てる温室

の補修工事費用です。 

  次に、６目長寿命化対策費２２億８，９０１

万円は、ごみ焼却施設及びし尿処理施設の

基幹的設備改良工事の令和２年度分の費用

となります。 

  工事内容は、まずごみ焼却施設について

は３炉ある焼却炉のうち、２炉の改良工事

を行い、またし尿処理施設は脱水処理設備、

脱臭設備、計装設備及び各ポンプ類などの

主なる設備の更新を行います。 

  １２節委託料、一般廃棄物処分委託料は、

ごみ焼却施設は、工事期間中、１炉当たり

約４カ月間停止することとなり、整備期間

中の処理できないごみの一部を近隣市の施

設に処理を委託することとしております。 

  処理を委託する市と委託数量については、

さいたま市に３，４４６トン、川口市に

１，３６２トン、朝霞市に３６０トン、和

光市に３６０トンの合計５，５２８トンを

予定しております。 

  １４節工事請負費は、ごみ焼却施設及び

し尿処理施設の工事費用となります。 

  なお、ごみ焼却施設は令和４年度までの

継続事業となり、し尿処理施設は令和２年

度で工事完了となります。 

  以上で衛生費の説明を終わります。 

  次に、第４款公債費は平成２２年度に施

工した施設整備事業の元金と利子及び基幹

的設備改良工事の令和元年度借り入れ分の

利子となり、総額は５，８５９万１，０００

円となります。 

  なお、１件の償還完了により、前年度比

２，９０３万１，０００円の減額となって

おります。 

  次に、第５款諸支出金は施設整備基金

の積み立てであり、組合分担金からの

４，０００万円と基金運用分の６２万

４，０００円を積み立てるものです。 

  第６款予備費については、前年度と同額

です。 

  以上で、「令和２年度蕨戸田衛生センタ

ー組合会計予算」の詳細説明を終わります。 

○石川清明議長 以上をもって提案理由の説

明を終わります。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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◎休憩の宣告 

○石川清明議長 質疑通告受付のため、暫時

休憩いたします。 

 

午前１１時１７分休憩 

午前１１時１７分再開 

 

◎再開の宣告 

○石川清明議長 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議案第２号から第６号に対する質

疑 

○石川清明議長 これより管理者提出議案に

対する質疑に入ります。 

  ただいまのところ質疑の通告はありませ

ん。 

  よって、質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終結いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議案第２号から第６号の委員会付

託 

○石川清明議長 これより委員会付託に入り

ます。 

  議案第２号から議案第６号については、

お手元に配付してあります委員会付託一覧

表のとおり、総務、業務、両常任委員会に

付託いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎散会の宣告 

○石川清明議長 以上をもって、本日の日程

は全部終了いたしました。 

  次回の本会議は、２月２６日の午前１０

時となります。よろしくご参集をお願いい

たします。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

午前１１時１９分散会 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 



 

 

 

 

 

第 １ 日  ２ 月２１日（金） ○委 員 会 

第 ２ 日  ２ 月２２日（土） ○休  会 

第 ３ 日  ２ 月２３日（日） ○休  会 

第 ４ 日  ２ 月２４日（月） ○休  会 

第 ５ 日  ２ 月２５日（火） ○休  会 



 

 

 

 

 

令 和 ２ 年 第 １ 回 

 

 

 

 

蕨戸田衛生センタ ー組合議会（定例 会） 

 

 

 

 

２ 月 ２ ６ 日 （ 水 ） 
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令和２年第１回蕨戸田衛生センター組合議会定例会 第６日 

 

令和２年２月２６日（水） 

議事日程 

 １．開  議 

 ２．一般質問 

 ３．付託事件に対する委員長報告 

 ４．委員長報告に対する質疑 

  ⑴ 議案第２号 蕨戸田衛生センター組合議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関す 

          る条例の一部を改正する条例 

  ⑵ 議案第３号 蕨戸田衛生センター組合管理者及び副管理者の報酬等支給条例の一 

          部を改正する条例 

  ⑶ 議案第４号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

  ⑷ 議案第５号 令和元年度蕨戸田衛生センター組合会計補正予算（第２号） 

  ⑸ 議案第６号 令和２年度蕨戸田衛生センター組合会計予算 

 ５．討  論 

 ６．採  決 

 ７．閉会中の継続審査事項の委員会付託 

 ８．閉  会 
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令和２年２月２６日（水） 

◇出席議員 （２０名） 

   １番 武 下   涼 議員     ２番 今 井 陽 子 議員 

   ３番 大 石 圭 子 議員     ４番 本 田 てい子 議員 

   ５番 榎 本 和 孝 議員     ６番 小 林 利 規 議員 

   ７番 保 谷   武 議員     ８番 根 本   浩 議員 

   ９番 山  紀 子 議員    １０番 一 関 和 一 議員 

  １１番 佐 藤 太 信 議員    １２番 竹 内 正 明 議員 

  １３番 石 川 清 明 議員    １４番 遠 藤 英 樹 議員 

  １５番 馬 場 栄一郎 議員    １６番 斎 藤 直 子 議員 

  １７番 花 井 伸 子 議員    １８番 酒 井 郁 郎 議員 

  １９番 榎 本 守 明 議員    ２０番 山 崎 雅 俊 議員 

 

◇欠席議員 （な し） 

 

◇職務のため出席した者 

石塚 千明 書 記 高津戸 健喜 書 記 

 

◇説明のため出席した者 

賴髙 英雄 管 理 者 伊藤 浩一 嘱 託 

菅原 文仁 副 管 理 者 奥田 好是 嘱 託 

須崎 充代 会計管理者 榎戸  晃 嘱 託 

増山冨美男 事 務 局 長 田谷 信行 嘱 託 

渡邉 昌彦 次 長 相馬 一富 嘱 託 

木村 和正 次 長 吉野 博司 嘱 託 

斎川 弘之 業 務 課 長 栗原  誠 嘱 託 

河野 淳夫 施 設 課 長 清水  明 嘱 託 

  東口 俊博 嘱 託 
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令和２年第１回蕨戸田衛生センター組合議会

定例会会議録第２号 

 

令和２年２月２６日（水曜日） 

午前 ９時５９分開議 

 

◎開議の宣告 

○石川清明議長 これより、本日の会議を開

きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議事日程の報告 

○石川清明議長 本日の議事日程につきまし

ては、お手元にお配りしたとおりでありま

すので、ご了承願います。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎一般質問 

○石川清明議長 これより一般質問に入りま

す。 

  一般質問の通告がありませんので、一般

質問を終結いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎付託事件に対する委員長報告 

○石川清明議長 続いて、管理者提出議案を

一括議題といたします。 

  各常任委員長から審査の経過並びに結果

について報告を求めます。 

  総務常任委員会委員長 １４番 遠藤英

樹議員。 

〔１４番 遠藤英樹議員 登壇〕 

○１４番 遠藤英樹議員 おはようございま

す。 

  それでは、総務常任委員会が付託を受け

ました案件につきまして、委員長報告をさ

せていただきます。 

  当委員会に付託されました案件は、条例

案３件、予算案２件の計５件でございます。 

  審査に当たりましては、説明を省略し、

直ちに質疑に入りました。 

  最初に、議案第２号「蕨戸田衛生センタ

ー組合議会議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例の一部を改正する条例」につ

いて申し上げます。 

  委員より、期末手当を引き上げる理由と

その影響額、また自治体が独自にごみ処理

を行っている場合、議員報酬は自治体の報

酬のみとなるものと考えられるが、組合が

支給していることについて質疑があり、事

務局より、組合の議員報酬と期末手当につ

いては、戸田競艇企業団と合わせてきてい

るという経緯があり、同企業団においては

４．４５月分となっているため、これに

合わせるため０．０５月分の引き上げを

行うものである。また、影響額について

は年額で議長が２，６５２円、副議長が

２，５３８円、委員長が２，４２４円、

議員が２，３６４円となり、全体としては４

万７，８６２円となる。また、自治体が独

自にごみ処理を行っている場合については、

それぞれの自治体において議員報酬を支払

っていると考えられるが、組合では一部事

務組合として別に議員報酬と期末手当を設

けているとの説明がありました。 

  以上で質疑を終結し、討論に入り、一委

員より、長寿命化対策等、多額の費用を要

する時期に期末手当を引き上げている場合

ではないと考えるので、本案については反

対するとの討論がありました。 

  以上で討論を終結し、挙手による採決の

結果、賛成多数により、本案は原案どおり

可決すべきものと決定いたしました。 

  次に、議案第３号「蕨戸田衛生センター

組合管理者及び副管理者の報酬等支給条例

の一部を改正する条例」については、質疑、

討論はなく、採決の結果、全員異議なく、

本案は原案どおり可決すべきものと決定い

たしました。 
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  次に、議案第４号「職員の給与に関する

条例の一部を改正する条例」について申し

上げます。 

  委員より、若年層の給与について引き上

げが行われるとのことだが、対象となる職

員数と平均の引き上げ額及び全体の影響額

について質疑があり、事務局より、３０代

半ばまでの職員１１名が対象となり、１人

当たり０．０４から１．１％、月当たりの

額にして地域手当のはね返り分を含めると

１１０円から１，９８０円、平均４１０円

の引き上げとなる。年間の影響額は５万

６２８円となるとの説明がありました。 

  また、委員より、勤勉手当の０．０５月

分の引き上げの影響額と住居手当の改正に

よる影響を受ける職員数と額について質疑

があり、事務局より、勤勉手当については

１人当たり年額で１万９３４円から３万

５５９円となり、全体の影響額は３９万

７，４４５円となる。また、住居手当につ

いては６名が対象となり、５名が引き上げ、

１名が引き下げとなる。全体の影響額とし

ては月当たり８，２００円、年間で９万

８，４００円の減少を見込んでいるとの説

明がありました。 

  さらに、委員より、住居手当が引き下げ

られる職員については、令和２年度から無

支給になるのか、あるいは経過措置がある

のかとの質疑があり、事務局より、経過措

置として令和２年度支給分については現在

支給している手当の額から２，０００円を

減じた額を支給するが、令和３年度からは

無支給となるとの説明がありました。 

  以上で質疑を終結し、討論、採決に入り、

討論はなく、採決の結果、全員異議なく、

本案は原案どおり可決すべきものと決定い

たしました。 

  次に、議案第５号「令和元年度蕨戸田衛

生センター組合会計補正予算（第２号）」

中、当委員会所管事項について申し上げま

す。 

  まず、第１条の歳入歳出予算の補正の審

議に入りました。 

  質疑は款ごとに行い、まず歳入の部につ

いて質疑に入り、第２款使用料及び手数料

について、委員より、補正理由として事業

系ごみが８９０トン増加したとあったが、

増加の原因としては新たな排出事業者が増

えたためであるのか、また事業系ごみが増

加している状況を踏まえ、紙ごみとプラス

チックごみについて指導などの対策を行っ

ているのかとの質疑があり、事務局より、

事業系ごみの量の推移については、平成

１７年度をピークに減少傾向が続いていた

が、ここ数年は増加傾向となっている。こ

れは、各事業者から排出されるごみの量が

増加しているものと考えている。対策とし

ては、紙ごみについてはリサイクルが可能

であるので、事業者に対して処分するより

も資源化したほうが低コストであるとアド

バイスしている。分別する負担もあるが、

事業者の努力が必要であると考えている。

プラスチックごみについては、組合の事業

系ごみに係る受け入れ基準の規定により、

受け入れていないとの説明がありました。 

  次に、第５款諸収入について、委員より、

電力売払収入について、見込みよりも増加

した理由、また原子力発電所事故損害賠償

金について、組合が負担した額の全額を受

け取ることができているのかとの質疑があ

り、事務局より、電力売払収入については

当初予算への計上にあたり、ある程度の施

設の不調を見込んで算定しているが、施設

の稼働が順調であったため、結果的に増加

する見込みとなった。また、原子力発電

所事故賠償金については、今回受け取っ
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た額は平成３０年度の実績に基づく３万

９，０４０円であり、焼却灰の放射線量

の測定に要した費用についての額となって

いる。組合からの請求としては、焼却灰の

埋立処分に係る費用について、事故前と事

故後の差額の請求を行ったが、線量が１００

ベクレルを超えていないため、賠償の対象

外となった。そのほかにも排ガス等の放射

線量の測定を行っているが、この費用も対

象外となったとの説明がありました。 

  また、委員より、実際の請求額と収入の

見通しについて質疑があり、事務局より、

平成３０年度実績分については焼却灰の埋

立処分に要した経費として１，４３５万

９，５９１円、排ガス等の放射線量の測定

費用として１２万１，９９５円を請求して

いるが、受け取ることができる見込みは厳

しいとの説明がありました。 

  以上で歳入の部の質疑を打ち切り、歳出

の部、第２条の継続費及び第３条の地方債

については質疑はなく、討論、採決に入り、

討論はなく、採決の結果、議案第５号中、

当委員会所管事項について全員異議なく、

本案は原案のとおり可決すべきものと決定

いたしました。 

  次に、議案第６号「令和２年度蕨戸田衛

生センター組合会計予算」中、当委員会所

管事項について申し上げます。 

  まず、第１条の歳入歳出予算の審議に入

りました。 

  質疑は款ごとに行い、歳入の部について

は質疑はなく、歳出の部について質疑に入

り、第４款公債費について委員より、基幹

的設備改良工事に伴う地方債の借り入れ期

間について質疑があり、事務局より、令和

４年度の借り入れを最後に１０年間の償還

期間となっている。償還額は令和６年度か

ら１０年度にピークを迎え、各年度におい

て約２億４，６００万円を見込んでいると

の説明がありました。 

  また、委員より、借り入れの利率は５％

以内で行うとなっているが、実際の見込

みについて質疑があり、事務局より、借

り入れの利率については総額の約６割を

財政融資資金により行い、最新の利率は

０．００３％、残りの約４割は銀行から

の借り入れとなり、０．３から０．４％を

見込んでいる。なお、借り入れについては

３月を予定しているとの説明がありました。 

  以上で歳出の部の質疑を打ち切り、第２

条の継続費と第３条の地方債については質

疑はなく、討論、採決に入り、討論はなく、

採決の結果、議案第６号中、当委員会所管

事項について全員異議なく、本案は原案の

とおり可決すべきものと決定いたしました。 

  以上をもちまして、総務常任委員会に付

託を受けました案件についてのご報告を終

了させていただきます。 

○石川清明議長 続きまして、業務常任委員

会委員長 ７番 保谷 武議員。 

〔７番 保谷 武議員 登壇〕 

○７番 保谷 武議員 おはようございます。 

  ただいまから業務常任委員会委員長報告

を行います。 

  去る２月２１日の本会議において、当委

員会に付託されました案件について、その

審査の経過概要と結果について、ご報告申

し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、予算

案２件であります。 

  審査に当たりましては、説明を省略し、

直ちに質疑に入りました。 

  最初に、議案第５号「令和元年度蕨戸田

衛生センター組合会計補正予算（第２

号）」中、当委員会所管事項について申し

上げます。 
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  質疑は目ごとに行い、第２目塵芥処理費

について、委員より、薬品費の補正の理由

について詳細説明を求める質疑があり、事

務局より、薬品費の補正額の増額分に該当

する薬品は、排ガス処理用薬品の苛性ソー

ダと反応助剤活性炭の２薬品である。苛性

ソーダについては、当初予定数量の９万

６，０００キログラムから４万８，０００

キログラムを増量し、１４万４，０００キ

ログラム、反応助剤活性炭については２万

４，０００キログラムから２万キログラム

を増量し、４万４，０００キログラムであ

る。増額の理由としては、苛性ソーダにつ

いては基幹的設備改良工事に伴い、焼却炉

の３炉運転の日数が平成３０年度の実績が

１０日に対し、令和元年度の見込みが４４

日となり、３４日増加したことが主な要因

である。反応助剤活性炭については原因不

明の使用量の増加があり、機器の不調など

が考えられるため、現在プラントメーカー

に調査依頼中である。反応助剤活性炭は、

他の薬品に比べ高額なものであるため、早

急に原因を突き止め、対処していきたいと

の説明がありました。 

  また、委員より、現在調査中であるとの

ことだが、調査結果が判明するまでこの使

用量は続くのかとの質疑があり、事務局よ

り、原因が不明で対応ができない状況であ

るため、調査結果が判明するまでは現在の

使用量が続く。この薬品はダイオキシンを

低減するためのものなので、使用を停止す

ることはできないとの説明がありました。 

  以上で質疑を終結し、討論、採決に入り、

討論はなく、採決の結果、全員異議なく、

本案は原案どおり可決すべきものと決定い

たしました。 

  次に、議案第６号「令和２年度蕨戸田衛

生センター組合会計予算」中、当委員会所

管事項について申し上げます。 

  質疑は目ごとに行い、まず第２目塵芥処

理費について、委員より、動物等火葬業務

委託について、搬入される動物の死骸に虐

待された動物なども含まれているのかとの

質疑があり、事務局より、動物等火葬業務

委託は令和元年度１０月１日からの新規の

事業であり、請負業者は川口市に所在して

いる環境さいたま株式会社である。１頭当

たりの金額は、令和２年度予算額で税込み

４，０１５円であり、８８０頭の委託料を

見込んでいる。動物の種類については、ほ

とんどが猫、犬などの小動物であり、死因

としては交通事故等によるものがほとんど

である。現在の委託状況については、先日、

現地確認を実施しており、火葬場をはじめ、

納骨堂、供養塔などの付帯設備も万全であ

ることを確認しているとの説明がありまし

た。 

  他の委員より、動物等火葬業務委託を開

始するにあたり、もともとあった動物焼却

炉を廃止して業務委託に切り替えた経緯に

ついて説明を求める質疑があり、事務局よ

り、当組合が保有している動物焼却炉は基

幹的設備改良工事により排ガス処理設備の

仕様が変更となったため、９月までしか使

用することができなくなり、１０月からは

外部委託で処理することになったとの説明

がありました。 

  他の委員より、薬品費について、令和元

年度の補正予算でも増額となっているが、

令和２年度予算においても同じ理由で増額

になるのかとの質疑があり、事務局より、

令和２年度予算の薬品費については、基幹

的設備改良工事による排ガス処理設備の仕

様の変更に伴い、消石灰は特号というもの

から高反応性消石灰というものに代わるた

め、値段も税抜き１キログラム当たり３４
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円から４８円に増額している。令和元年度

補正予算の薬品の増額分についても、令和

２年度当初予算において同様に予算計上し

ているとの説明がありました。 

  また、委員より、焼却灰等埋立処分委託

料と焼却灰等資源化委託料が令和元年度と

比べ増額になっているが、焼却灰を減らし

ていくことについて組合ではどのような考

えを持っているのかとの質疑があり、事務

局より、焼却灰については排ガス中のばい

じんをセメントで固めた固化灰と、炉の下

から排出される不燃物残渣の２種類がある。

現在、主に不燃物残渣のほうが増えている

状況にあるが、この要因としては、ごみの

焼却に使用している砂に不純物が混入され、

砂の量が増え、結果的に砂を不燃物残渣と

して搬出せざるを得ない状況になっている。

令和２年度は新たに砂を購入し、砂を入れ

替えることにより対処したいとの説明があ

りました。 

  また、委員より、小型家電処分委託につ

いて、売却していたものが逆有償になり歳

出が増えている状況にあるが、これに対す

る対策は考えているのかとの質疑があり、

事務局より、小型家電については平成２６

年度から平成３０年度までは売り払いでき

ていたが、近年の鉄、スクラップ市況の悪

化により逆有償となった。令和２年度にお

いても逆有償ということで予算を見込んで

いる。対策については、当組合ではありと

あらゆる小型家電を回収しているが、将来

的に売り払いできる高品位なものをピック

アップすることにより、逆有償から有償へ

の脱却へつながると考える。しかし、人件

費や作業時間などがかかるため、調査研究

が必要になるとの説明がありました。 

  また、委員より、もえるごみの中に小型

家電が入っていると焼却されてしまい、焼

却灰が増える。具体的な検討を進めていた

だき、リサイクルのところでしっかりと形

をつくっていただきたいとの要望がありま

した。 

  次に、第３目し尿処理費について、委員

より、薬品費が増額しているが、これは消

費税の増額が影響しているのか、それとも

薬品自体が値上がりしているのかとの質疑

があり、事務局より、薬品費の増額は消費

税の増額によるものもあるが、基幹的設備

改良工事に伴い新しい薬品に切り替えるた

め、その薬品の金額が増額していることが

主な要因であるとの説明がありました。 

  次に、第５目リサイクルフラワーセンタ

ー運営費について、委員より、リサイクル

フラワーセンターは障がい者の自立支援と

いうところで大変すばらしい仕組みだと考

えるが、今回、埼玉県の最低賃金が改定に

より上昇しているが、障がい者の月の報酬

は幾らなのかとの質疑があり、事務局より、

障がい者の賃金については埼玉県の最低賃

金が１０月から改定され、１時間当たり

８９８円から９２６円になっている。障が

い者の就労時間は朝９時半から昼の１２時

半までとなり、３時間分の金額となるとの

説明がありました。 

  また、委員より、高齢者は同じ時間帯に

働いているのかとの質疑があり、事務局よ

り、朝８時半から夕方５時までの７．５時

間となるとの説明がありました。 

  他の委員より、リサイクルフラワーセン

ターの就労人数について質疑があり、事務

局より、リサイクルフラワーセンターの就

労人数は受託事業者の人数が所長１名、副

所長１名、社員８名の計１０名である。ま

た、障がい者と支援員については、蕨市が

障がい者８名、支援員２名、戸田市が障が

い者１２名、支援員３名の計２５名、合計
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で３５名の就労人数であるとの説明があり

ました。 

  以上で質疑を終結し、討論、採決に入り、

討論はなく、採決の結果、全員異議なく、

本案は原案のとおり可決すべきものと決定

いたしました。 

  以上をもちまして、業務常任委員会に付

託を受けました案件についての報告を終わ

ります。 

○石川清明議長 以上をもって、各委員長の

報告は終わりました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎休憩の宣告 

○石川清明議長 委員長報告に対する質疑通

告受け付けのため、暫時休憩いたします。 

 

午前１０時１７分休憩 

午前１０時１７分再開 

 

◎再開の宣告 

○石川清明議長 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎委員長報告に対する質疑 

○石川清明議長 これより各委員長報告に対

する質疑に入ります。 

  ただいまのところ、質疑の通告はありま

せん。 

  よって、質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終結いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎休憩の宣告 

○石川清明議長 討論通告受け付けのため、

暫時休憩いたします。 

 

午前１０時１８分休憩 

午前１０時１８分再開 

 

◎再開の宣告 

○石川清明議長 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎討論、採決 

○議案第２号から議案第６号の採

決－可決 

○石川清明議長 これより討論、採決に入り

ます。 

  議案第２号「蕨戸田衛生センター組合議

会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する

条例の一部を改正する条例」について、討

論の通告がありませんので、討論を終結い

たします。 

  これより採決に入ります。 

  本案に関する委員長の報告は、原案可決

であります。 

  本案は、起立により採決いたします。 

  本案を、委員長の報告のとおり決定する

ことに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○石川清明議長 起立多数と認めます。 

  よって、本案は委員長の報告のとおり原

案を可決することに決定いたしました。 

  次に、議案第３号「蕨戸田衛生センター

組合管理者及び副管理者の報酬等支給条例

の一部を改正する条例」について、討論の

通告がありませんので、討論を終結いたし

ます。 

  これより採決に入ります。 

  本案に関する委員長の報告は、原案可決

であります。 

  本案を、委員長の報告のとおり決定する

ことにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○石川清明議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、本案は委員長の報告のとおり原

案を可決することに決定いたしました。 
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  次に、議案第４号「職員の給与に関する

条例の一部を改正する条例」について、討

論の通告がありませんので、討論を終結い

たします。 

  これより採決に入ります。 

  本案に関する委員長の報告は、原案可決

であります。 

  本案を、委員長の報告のとおり決定する

ことにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○石川清明議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、本案は委員長の報告のとおり原

案を可決することに決定いたしました。 

  次に、議案第５号「令和元年度蕨戸田衛

生センター組合会計補正予算（第２号）」

及び議案第６号「令和２年度蕨戸田衛生セ

ンター組合会計予算」について、討論の通

告がありませんので、討論を終結いたしま

す。 

  これより採決に入ります。 

  本案２件に関する各委員長の報告は、原

案可決であります。 

  本案２件を、各委員長の報告のとおり決

定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○石川清明議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、本案２件は各委員長の報告のと

おり原案を可決することに決定いたしまし

た。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎閉会中の継続審査事項の委員会付

託 

○石川清明議長 次に、議会運営委員会委員

長から会議規則第１０４条の規定により、

お手元に配付の閉会中継続審査事項表のと

おり、閉会中の継続審査の申し出がありま

す。 

  お諮りいたします。 

  本件は申し出のとおり、閉会中の継続審

査に付することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○石川清明議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、本件は申し出のとおり、閉会中

の継続審査に付することに決定いたしまし

た。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎閉会の宣告 

○石川清明議長 以上をもちまして、本定例

会の日程は全部終了いたしました。 

  これをもって、令和２年第１回蕨戸田衛

生センター組合議会定例会を閉会いたしま

す。 

  ありがとうございました。 

午前１０時２３分閉会 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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